
■日割り計算の算定例 

 

 

例１） 

要支援２のＡさんが、指定介護予防特定施設を平成２１年１月１１日に退所し、１月１２日以降介

護予防訪問介護Ⅰ（週１回程度）のサービスを利用した場合 

 

＊介護予防訪問介護事業所は、４１単位（予防訪問介護Ⅰ・日割合成単位数、サービスコード 

６１２１１１）×２０日（３１日－１１日）＝８２０単位を算定します。 

 

 

例２） 

要支援２のＢさんが、平成２１年２月に介護予防通所介護サービスを利用し、２月１２日から２月

１５日（３泊４日）までの間、介護予防短期入所生活介護サービスを４日利用した場合 

 

＊介護予防通所介護事業所は、１４３単位（予防通所介護２・日割合成単位数、サービスコード 

６５１１２２）×２４日（２８日－４日）＝３，４３２単位を算定します。 

 

 

 

＊加算（月額）部分に対する日割り算定は行いません。 
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